
注意・免責事項 
 

 録画放映は、本会議の模様をそのまま収録したものです。ただし、秘密会の議事並

びに議長が発言の取り消しを命じた発言及び会議規則第 68 条の規定により取り消
しした発言は収録しておりません。  

 放映された映像の著作権は本市議会に帰属します。なお、放映された映像及び内容

を許可なく他のウェブサイトや著作物等への転載、複製等で目的外に利用したり、

改変したりしないでください。 
 録画放映は、アクセスが集中した場合、つながりにくくなることがあります。 
 録画放映の映像が正常に視聴できない、あるいは視聴することにより何らかの損害

が生じた場合も、本市議会は一切責任を負いません。 
 平成 26年以前の録画放映を視聴するには、「Windows Media Player」が必要です。
下記のリンク先から、最新のバージョンをダウンロード、インストールしてくださ

い。 
 
Windows Media Player 
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/download-windows-media-player 


